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いわて県民情報交流センター  大規模催事の24ヶ月以前の優先予約申請書
年 月 日 (       )

年 月 日 (       )

≪大規模催事等の24ヶ月以前の優先予約受付について≫

アイーナホールもしくは会議室804を利用する大規模な催事に関しては、下記1．の条件に該当する案件に関して24ヶ月以前に優先的に予約を 

申し込むことができます（5・6階の貸出施設を含む）。利用申込を行い認められた場合利用者は下記2．に定める利用条件に従い利用するものとします。

1.申込できる条件

 （１） アイーナホールもしくは会議室８０４を利用する催事であること。  （４） 催事の主催者もしくは主催予定団体の責任者が申し込む事。

 （２） 全国規模もしくはそれに準ずる規模の催事であること。  （５） 指定管理者が適当と認めたもの。

 （３） 催事が行われることが確定していること。

２.利用条件

 （１） 原則的に利用者は予約申込後１年以内に利用施設の確定を行い、利用する施設の料金を支払うこととする。

 （２） 予約申込後１年以内に施設利用料金が支払われない場合、指定管理者は予約を解除することができることとする。

 （３） 支払われた利用料金はいかなる理由があっても返金しない。

 （４） 備品代や利用内容の変更に伴う追加料金が発生する場合は、利用最終日に現金で精算することとする。もしくは指定管理者が

 　　　指定する銀行口座に振り込むこととする。

 （５） 利用者は予約時に催事の内容が判る資料等を提出することとする。

 （６） 申込時の申告内容と実際の催事の内容が著しく異なる場合、指定管理者は利用を差し止め予約を解除することができることとする。

 （７） 優先予約を申請し受理された案件が利用者の都合でキャンセルされた後、同様の案件で再申込を行う場合は「大規模催事等の

 　　　２４ヶ月以前の優先予約受付について」で定める利用条件での利用となる。

 （８） 施設等の利用料金は、いわて県民情報交流センター条例又は同施行規則の改正に伴い改定する場合があります。

施設等の予約日以降に料金の改定があった場合、改定後の料金が適用されます。

□ 上記条件について同意します。

担当者名

TEL

2026年3月改訂

□展示室１   □展示室２   □展示室３
□５０１（一括）   □５０１Ａ   □５０１Ｂ

審
査
結
果

受付番号

利用料金
支払予定日

□屋外広場全面　／屋外広場   □Ａ   □Ｂ   □Ｃ   □Ｄ   □Ｅ）
□県民プラザ全面　／県民プラザ   □Ａ   □B   □C　／８階   □Ｄ　）
□アイーナスタジオ（４階）

□多目的スペース

受付日
受
付
印

□８０１   □８０２   □８０３   □８０４（一括）   □８０４A   □８０４Ｂ
□８０５   □８０６   □８０７   □８０８   □８０９（和室）

□810   □811   □812   □813   □814   □815   □816   □817

□701   □702   □703

□アイーナホール   □リハーサル室
□ミーティングルーム７０７   □ミーティングルーム７０８
□控室７０９   □控室７１０   □控室７１１   □控室７１２   □控室７１３
□シャワー室７０４   □シャワー室7０５   □シャワー室７０６

□世代間交流室   □調理実習室

利用区分を○で
囲んでください。

利用施設

ご利用予定
施設にチェック

を入れて下さい。

ご利用時間帯が
異なる場合は

別紙に利用施設・
利用区分を記入

して提出して下さい。

８階

８階

７階

７階

６階

５階

午前　　　午後　　　夜間

午前　　　午後　　　夜間
利用日時

催事名称

参加人数

３・４階

１階

ギャラリー、会議室

世代間、調理実習室

会議室

研修室

会議室

アイーナホール
付帯施設

イベント広場

多目的スペース


